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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　左右方向に延び、かつ、前後方向に互いに対向する少なくとも前後一対の針床を有し、
前後の針床の少なくとも一方が左右にラッキング可能で、前後の針床間で編目の目移しが
可能な横編機を用いて前側編地部と後側編地部からなる内側筒部と外側筒部を備える二重
の筒状編地を編成する方法であって、
　内側筒部と外側筒部の各前側編地部を前後一方の針床に付属させ、内側筒部と外側筒部
の各後側編地部を前後他方の針床に付属させて、
少なくとも２つの給糸口を用い、
そのうちの１つの給糸口から給糸される糸を用いて、内側筒部を形成し、
他の給糸口から給糸される糸を用いて、往コースで形成した編目に続く編目を復コースの
編成で形成する折り返し編成を行い、折り返し部の境界で編目同士を繋ぐことにより筒状
の外側筒部を形成するとともに、
内側筒部の編成と外側筒部の編成を行う際、内側筒部を編成する糸と、外側筒部を編成す
る糸が互いに交差しないように、それぞれの給糸口を移動させながら行い、
外側筒部の編成時において、
一方の針床で外側筒部の前側編地部を編成する際には、内側筒部の前側編地部を対向する
他方の針床に移しておいて編成し、
他方の針床で外側筒部の後側編地部を編成する際には、内側筒部の後側編地部を対向する
一方の針床に移しておいて編成することを特徴とする二重の筒状編地の編成方法。
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【請求項２】
　外側筒部は、前側編地部と後側編地部とが一端側で連続し、他端側で開放するように一
端側から折り返し編成を行いながら、
内側筒部は、前記他端側から前側編地部または後側編地部を編成し始めて筒状に編成し、
内側筒部を筒状に編成している間で、内側筒部の給糸口が他端側に位置しないときに、外
側筒部を形成する前側編地部と後側編地部の折り返し部の境界にある編目を目移しにより
重ねて外側筒部の他端側を繋ぐ編成を繰り返して、外側筒部と内側筒部とを編成していく
ことを特徴とする請求項１に記載の二重の筒状編地の編成方法。
【請求項３】
　外側筒部は、前側編地部または後側編地部の編幅の途中で折り返す折り返し編成を行い
、折り返し部の境界を編成により繋ぎながら筒状に編地を形成して、外側筒部と内側筒部
とを編成していくことを特徴とする請求項１に記載の二重の筒状編地の編成方法。
【請求項４】
　外側筒部は、２つの給糸口を用いて、一方の給糸口から給糸する糸で前側編地部を折り
返し編成し、他方の給糸口から給糸する糸で後側編地部を折り返し編成し、外側筒部の前
側編地部の両端部の編目を対向する後側編地部の両端部の編目に重ね目することにより筒
状に編地を形成して、外側筒部と内側筒部とを編成していくことを特徴とする請求項１に
記載の二重の筒状編地の編成方法。
【請求項５】
　外側筒部の上端部の編目と内側筒部の編目を重ね目して接合することを特徴とする請求
項１から請求項４の何れかに記載の二重の筒状編地の編成方法。
【請求項６】
　外側筒部と内側筒部は、外側筒部の上端部の編目と内側筒部の編目を重ね目により接合
し、下端部を開放して形成することを特徴とする請求項１から請求項４の何れかに記載の
二重の筒状編地の編成方法。
【請求項７】
　外側筒部と内側筒部は、外側筒部の上端部の編目と内側筒部の編目を重ね目により接合
し、下端部を編み出し時に接合することを特徴とする請求項１から請求項４の何れかに記
載の二重の筒状編地の編成方法。
【請求項８】
　外側筒部を編成する糸よりも熱収縮率が大きい糸を用いて内側筒部を編成することを特
徴とする請求項１から請求項７の何れかに記載の二重の筒状編地の編成方法。
【請求項９】
　内側筒部の編地のループ長と、外側筒部の編地のループ長を異なるようにして内側筒部
と外側筒部を編成することを特徴とする請求項１から請求項７の何れかに記載の二重の筒
状編地の編成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内側筒部と外側筒部を備える筒状編地を、横編機で編成する編成方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　横編機で断面において二重の筒状構造を備える編地を編成する方法としては、例えば、
特許文献１、特許文献２に示すものが挙げられる。
【０００３】
　特許文献１に開示される編成方法は、セーターの裾、袖口、衿の部分を縦断面で見たと
きに前後のそれぞれの編地部において二重構造となり、かつ、横断面において、二重の筒
状が形成されるように編成されるものである。特許文献１に示す編成方法は、一つの給糸
口を用いて、内側筒部と外側筒部を交互に編成していくようになっている。
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【０００４】
　特許文献２に開示される編成方法は、編み出し部分の一部を針床に編まずに係止させて
おいて、編地を所定長さ編成した後に、編み出し部分を編地の途中で接合することにより
、パイプ状の部分を形成して、横断面において二重の筒状に形成するようになっている。
【０００５】
【特許文献１】特許第２５１４４８９号公報
【特許文献２】特許第３４９４４８７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に開示される編成方法では、内側筒部と外側筒部を交互に編
成するため、針床における編幅端部の一端側で糸が交差する。そのため、内側筒部と外側
筒部とは、この糸が交差する位置で互いに接合された状態となり、内側筒部と外側筒部と
が、その糸の交差部分において筒の上下にわたって接合された状態となっていた。つまり
、特許文献１の編成方法では、内側筒部と外側筒部とが完全に独立した、即ち、編地の編
成の途中で接合されていない筒状編地には編成できなかった。このように、二重の筒状編
地が上下にわたって接合されてしまうと、外側筒部の下端を開放する場合には、その筒状
編地の広がりに制限をうけてしまい、デザインが制限されてしまう。さらに、内側筒部と
外側筒部とを上端と下端とで接合してパイピングに形成したときには、このパイピング内
が貫通されず、途中で閉鎖された状態になってしまい、ゴムバンド等を挿通させることが
できない。
【０００７】
　また、特許文献２に開示される編成方法は、二重の筒状構造を一枚の編地の端の部分を
折り返して、その端部の編目を編地の途中で接合することによりパイピングを構成してい
る。特許文献２に開示される編成方法では、筒状編地に完全中空のパイピングを形成する
ことができ、ここにゴムバンド等を挿通することができる。しかし、この方法では、必ず
パイピングの下端は、閉じた状態、即ち、内側筒部と外側筒部とが下端と上端とで連結さ
れた状態に形成されるため、下端を開放させることができない。
【０００８】
　そこで、本発明は、横編機により、内側筒部と外側筒部とを同時進行で編成しながら、
内側筒部に対して外側筒部を独立した筒状として形成できる二重の筒状編地の編成方法を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、左右方向に延び、かつ、前後方向に互いに対向する少なくとも前後一対の針
床を有し、前後の針床の少なくとも一方が左右にラッキング可能で、前後の針床間で編目
の目移しが可能な横編機を用いて前側編地部と後側編地部からなる内側筒部と外側筒部を
備える二重の筒状編地を編成する方法である。
【００１０】
　即ち、本発明の二重の筒状編地の編成方法は、まず、内側筒部と外側筒部の各前側編地
部を前後一方の針床に付属させ、内側筒部と外側筒部の各後側編地部を前後他方の針床に
付属させる。
【００１１】
　内側筒部と外側筒部の各前側編地部を前後一方の針床に付属させ、内側筒部と外側筒部
の各後側編地部を前後他方の針床に付属させるとは、内側筒部の前側編地部または外側筒
部の前側編地部を前後一方の針床の針で編成するとき、編成されない内側筒部の後側編地
部または外側筒部の後側編地部を前後他方の針床の針で係止し、内側筒部の後側編地部ま
たは外側筒部の後側編地部を前後他方の針床の針で編成するとき、編成されない内側筒部
の前側編地部または外側筒部の前側編地部を前後一方の針床の針で係止することをいう。
【００１２】
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　なお、各編地部を編成する場合は、次のように編目を針に係止させておく。例えば、一
方の針床で内側筒部の前側編地部を編成する場合には、内側筒部の前側編地部を一方の針
床の針で編成し、内側筒部の後側編地部の編目と外側筒部の後側編地部の編目を、他方の
針床の針に編まずに係止させ、外側筒部の前側編地部の編目は、一方の針床の針に編まず
に係止させておく。
【００１３】
　他方の針床で内側筒部の後側編地部を編成する場合には、内側筒部の後側編地部を他方
の針床の針で編成し、内側筒部の前側編地部の編目と外側筒部の前側編地部の編目を、一
方の針床の針に編まずに係止させ、外側筒部の後側編地部の編目は、他方の針床の針に編
まずに係止させておく。
【００１４】
　また、一方の針床で外側筒部の前側編地部を編成する場合には、編成する前に、内側筒
部の前側編地部を他方の針床の空針に目移して空針に編目を係止させておいて、外側筒部
の前側編地部を一方の針床の針で編成し、外側筒部の後側編地部の編目と、内側筒部の後
側編地部の編目を、他方の針床の針に編まずに係止させておく。
【００１５】
　また、他方の針床で外側筒部の後側編地部を編成する場合には、編成する前に、内側筒
部の後側編地部を一方の針床の空針に目移して空針に編目を係止させておいて、外側筒部
の後側編地部を他方の針床の針で編成し、外側筒部の前側編地部の編目と、内側筒部の前
側編地部の編目を、一方の針床の針に編まずに係止させておく。
【００１６】
　本発明では、内側筒部と外側筒部を編成するに当たって、前針床、後針床からなる２枚
ベッドの横編機を用いて編成することもできるし、下部前針床と下部後針床と、これら下
部針床の上に設ける上部前針床と上部後針床とを備える４枚ベッドの横編機を用いて編成
することもできる。
【００１７】
　２枚ベッドの横編機を用いて二重の筒状編地を編成する場合、例えば、前後の各針床に
おいて内側筒部の編目と外側筒部の編目を１本空針を置きながら交互に針に付属させて、
前記した前後の編地部の編成を行う。具体的には、前針床において、外側筒部の前側編地
部の編目、空針、内側筒部の前側編地部の編目、空針の順を繰り返して各編地部の編目を
針に付属させていく。後針床において、外側筒部の後側編地部の編目、空針、内側筒部の
後側編地部の編目、空針の順を繰り返して各編地部の編目を針に付属させていく。この場
合、対向する針床において、編目が係止される針と対向する針は空針となるように、各編
目を針に付属させる。
【００１８】
　また、平編みを限定して編成する場合には、前後の各針床において、内側筒部の編目と
外側筒部の編目を交互に針に付属させる際に、内側筒部の編目と外側筒部の編目を針を空
けることなく隣接させて針に付属させ、１本針を空けて、内側筒部の編目と外側筒部の編
目を同様に隣接させて針に付属させるようにしてもよい。具体的には、前針床において、
外側筒部の前側編地部の編目、内側筒部の前側編地部の編目、空針の順を繰り返して各編
地部の編目を針に付属させていく。後針床において、外側筒部の後側編地部の編目、内側
筒部の後側編地部の編目、空針の順を繰り返して各編地部の編目を針に付属させていく。
この場合は、外側筒部の前側編地部と後側編地部の編目が係止される針は互いに対向させ
、内側筒部の編目が係止される針は、対向する針床において空針を設けるようにする。
【００１９】
　４枚ベッドの横編機を用いる場合には、例えば、下部前針床に空針が無い状態で内側筒
部と外側筒部の前側編地部の編目を針に付属させ、下部後針床に同じく空針が無い状態で
内側筒部と外側筒部の後側編地部の編目を針に付属させて、前記した前後の編地部の編成
を行う。なお、上部後針床は、外側筒部の前側編地部を編成する際に内側筒部の前側編地
部の編目を係止させておく空針として用いたり、内側筒部と外側筒部の前側編地部を編成
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しているときの目移しに用いる。上部前針床の針は、外側筒部の後側編地部を編成する際
に内側筒部の後側編地部の編目を係止させておく空針として用いたり、内側筒部と外側筒
部の後側編地部を編成しているときの目移しに用いる。さらに、下部前針床と下部後針床
同士での目移しも可能とする。
【００２０】
　また、２枚ベッドの横編機を用いる場合、前後針床の一方または両方の上位にトランス
ファージャックを列設したトランスファージャックベッドを設けて編地を編成するように
してもよい。
【００２１】
　そして、本発明の編成方法は、少なくとも２つの給糸口を用い、そのうちの１つの給糸
口から給糸される糸を用いて、内側筒部を形成し、他の給糸口から給糸される糸を用いて
、往コースで形成した編目に続く編目を復コースの編成で形成する折り返し編成を行い、
折り返し部の境界で編目同士を繋ぐことにより筒状の外側筒部を形成する。
【００２２】
　内側筒部の編成と外側筒部の編成を行う際は、内側筒部を編成する糸と、外側筒部を編
成する糸が互いに交差しないように、それぞれの給糸口を移動させながら行う。具体的に
は、内側筒部を編成しているときは、外側筒部編成用の糸が、内側筒部編成用の糸と交差
しない位置に外側筒部用の給糸口を移動させておき、外側筒部を編成しているときは、内
側筒部編成用の糸が、外側筒部編成用の糸と交差しない位置に内側筒部用の給糸口を移動
させておく。さらに、外側筒部の折り返し部の境界で編目同士を繋ぐ際も、内側筒部を編
成する糸がこの繋ぎ目をまたがないように、内側筒部用の給糸口を繋ぎ目の位置から離れ
た位置に移動させておく。
【００２３】
　外側筒部の編成時においては、一方の針床で外側筒部の前側編地部を編成する際には、
内側筒部の前側編地部を対向する他方の針床に移しておいて編成し、他方の針床で外側筒
部の後側編地部を編成する際には、内側筒部の後側編地部を対向する一方の針床に移して
おいて編成する。
【００２４】
　前記した本発明の編成方法では、内側筒部と外側筒部の形成を、例えば、以下の３つの
編成方法で編成することができる。
【００２５】
　一つ目の編成方法は、外側筒部は、前側編地部と後側編地部とが一端側で連続し、他端
側で開放するように一端側から折り返し編成を行う。そして、外側筒部について、この折
り返し編成を行いながら、内側筒部については、前記他端側から前側編地部または後側編
地部を編成し始めて、これら編地部を筒状に編成していく。さらに、内側筒部の編地を編
成している間で、内側筒部の給糸口が他端側に位置しないときに、外側筒部を形成する前
側編地部と後側編地部の折り返し部の境界にある編目を目移しにより重ねて外側筒部の他
端側を繋ぐ編成を行う。このように、外側筒部の折り返し編成と、内側筒部の筒状編成と
、外側筒部の繋ぎの編成を繰り返して、外側筒部と内側筒部とを編成していく。
【００２６】
　もう一つの編成方法は、内側筒部を筒状に編成するとともに、外側筒部は、前側編地部
または後側編地部の編幅の途中で折り返す折り返し編成を行い、折り返し部の境界を編成
により繋ぎながら筒状に編地を形成して、外側筒部と内側筒部とを編成していく。折り返
し部の境界を編成により繋ぐとは、タックによる繋ぎでもよいし、ニットによる繋ぎでも
よい。
【００２７】
　そして、三つ目の編成方法は、内側筒部を筒状に編成するとともに、外側筒部は、２つ
の給糸口を用いて、一方の給糸口から給糸する糸で前側編地部を編成し、他方の給糸口か
ら給糸する糸で後側編地部を編成し、外側筒部の前側編地部の両端部の編目を対向する後
側編地部の両端部の編目に重ね目することにより筒状に編地を形成して、外側筒部と内側
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筒部とを編成していく。
【００２８】
　さらに、本発明の二重の筒状編地の編成方法では、外側筒部の上端部の編目の全てと内
側筒部の編目を重ね目して接合することができる。このように、外側筒部の上端部と内側
筒部とを接合することにより、無縫製で接合が可能となるし、内側筒部の所望の位置で外
側筒部を接合することができる。
【００２９】
　上記した編成方法で筒状編地を編成することにより、外側筒部と内側筒部は、編幅方向
で交差せず、かつ、上端部が無縫製で接合され、下端部が開放されている二重の筒状編地
が得られる。従って、外側筒部と内側筒部は、筒状編地の上下の途中で接合されない状態
にできる。
【００３０】
　さらに、外側筒部の上端部と内側筒部とを上記のように接合する場合には、これら外側
筒部と内側筒部の下端部を開放して形成することができる。外側筒部と内側筒部の下端部
を開放するように形成する場合には、外側筒部の編み出し時において、抜き糸を用いて、
内側筒部に接合された状態で編み始め、外側筒部の上端部が内側筒部に接合された後に、
抜き糸を取り除くことにより、外側筒部の下端が開放された状態にできる。
【００３１】
　また、外側筒部の上端部と内側筒部とを上記のように接合する場合には、外側筒部と内
側筒部の下端部を編み出し時に接合することもできる。このように編成することにより、
内側筒部と外側筒部とにより貫通されたパイピングを形成することができる。
【００３２】
　さらに、外側筒部を編成する糸よりも熱収縮率が大きい糸を用いて内側筒部を編成する
ことが好ましい。このように内側筒部に熱収縮の大きい糸を用いると、編地を熱処理する
ことにより、内側筒部の編地は、目が詰むとともに、上下方向にも縮まるので、外側筒部
が内側筒部よりも径が大きくしかも、上下に長くなる。その結果、外側筒部の上端部を内
側筒部に接合し、下端部を開放させた場合、外側筒部がフリル状に形成できる。
【００３３】
　また、内側筒部の編地のループ長と、外側筒部の編地のループ長を異なるようにして内
側筒部と外側筒部を編成するようにしてもよい。このように、ループ長が異なるようにす
れば、内側筒部と外側筒部とで風合いの異なる編地を形成できる。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明の二重の筒状編地の編成方法によれば、外側筒部と内側筒部は、編幅方向で交差
しないので、内側筒部と外側筒部とを同時進行で編成しながら、外側筒部の一部が内側筒
部に対して上下方向（筒の長さ方向）に連続して接合されることなく、外側筒部を内側筒
部に対して独立した筒状編地として形成できる。その結果、内側筒部に対して外側筒部の
径を大きく編成したり、内側筒部と外側筒部とを筒の長さが異なるよう編成することがで
きるので、外側筒部によるデザインの自由度を広げることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　次に本発明の好適な実施形態を図面とともに詳細に説明する。以下の第１実施形態から
第３実施形態ではいわゆる４枚ベッド横編機を用いて編地の編成を行っている。４枚ベッ
ド横編機は、下部前針床FDと下部後針床BDの上に、下部の針床と同ピッチで多数の編針が
列設された上部前針床FUと上部後針床BUを備えている。
【００３６】
　以下に示す各実施形態は、平編みにより内側筒部と外側筒部とを編成した場合を示して
おり、４枚ベッドの横編機は、下部前針床FDで、内側筒部と外側筒部の前側編地部を編成
し、下部後針床BDで内側筒部と外側筒部の後側編地部を編成するようにしている。
【００３７】
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　即ち、内側筒部の前側編地部または外側筒部の前側編地部を編成するときは、これら前
側編地部は、下部前針床FDの針で編成し、内側筒部の後側編地部または外側筒部の後側編
地部を編成するときは、これら後側編地部を下部後針床BDの針で編成する。
【００３８】
　そして、上部後針床BUの針は、外側筒部の前側編地部を編成する際に内側筒部の前側編
地部の編目を係止させておく空針として用いたり、内側筒部と外側筒部の前側編地部を編
成しているときの目移しに用いる。上部前針床FUの針は、外側筒部の後側編地部を編成す
る際に内側筒部の後側編地部の編目を係止させておく空針として用いたり、内側筒部と外
側筒部の後側編地部を編成しているときの目移しに用いる。
【００３９】
　前記した上部前針床FUおよび上部後針床BUの空針を用いることにより、リンクス、ガー
ター、リブなどの表目と裏目が混在した組織柄を編成したり、前後の編目を編幅方向に移
動させて互いに接合することができるようになっている。
【００４０】
　さらに、内側筒部の編地は、例えば前後の針床の偶数番目の針を用いて編成し、外側筒
部の編地は、前後の針床の奇数番目の針を用いて編成する。
【００４１】
　＜第１実施形態＞
　第１実施形態の二重の筒状編地の編成方法について図１から図３に基づいて説明する。
図１は、第１実施形態における内側筒部と外側筒部との編成手順の概略を示す説明図であ
る。図２は、内側筒部と外側筒部とを編成していく際の編成工程図であり、図３は、内側
筒部に外側筒部の上端部を接合する際の編成工程図である。
【００４２】
　なお、第１実施形態および第２実施形態で用いる編成工程図（図２～図５）において、
左端の数字はステップ番号を示し、FUは上部前針床、FDは下部前針床、BDは下部後針床、
BUは上部後針床を意味する。図３における左端のステップ番号の上の矢印は、後針床のラ
ッキングの方向を示している。
【００４３】
　また、第１実施形態および第２実施形態では、二つの給糸口を用いて内側筒部と外側筒
部とを編成する。そして、編成工程図（図２～図５）において、右端の三角内の数字は、
給糸口を示し、給糸口(1)が内側筒部を編成するための給糸口を示し、給糸口(2)が外側筒
部を編成するための給糸口を示す。
【００４４】
　第１実施形態では、図１に示すように、外側筒部1は、前側編地部11と後側編地部12と
が一端側で連続し、他端側で開放するように一端側（図１の左端）からＣ編みによる折り
返し編成を行う。この折り返し編成は、下部後針床BDにおいて、図１の左端から後側編地
部12を編成し始め、折り返して再度後側編地部12を編成した後、下部前針床FDにおいて、
図１の左端から前側編地部11を編成し、折り返して再度前側編地部11を編成する動作を繰
り返す。外側筒部1は、前側編地部11と後側編地部12の他端側の端部の編目（折り返し部
の境界となる編目）が下部前針床FDと下部後針床BDで対向することになる。
【００４５】
　そして、外側筒部1の折り返し編成を行いながら、内側筒部2について、下部後針床BDに
おいて、前記他端側（図１の右端）から後側編地部22を編成し始めて、下部前針床FDで前
側編地部21、さらに、後側編地部22と繰り返して筒状に周回編成していく。
【００４６】
　さらに、外側筒部1は、内側筒部2について編地部を編成している間で、内側筒部2の給
糸口(1)が他端側に位置しないときに、即ち、図１において、後側編地部22の編成が行わ
れて、給糸口(1)が図１の左端に位置されているときに、外側筒部1を形成する前側編地部
11と後側編地部12の端部の編目を目移しにより重ねて外側筒部1の他端側を繋ぐ編成を行
う。この繋ぎの編成が終了した後、内側筒部2について、前側編地部21を編成する。
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【００４７】
　このように、本実施形態では、内側筒部2と外側筒部1の編成、および、外側筒部1の他
端側を繋ぐ編成を繰り返して、外側筒部1と内側筒部2とを同時進行で編成していく。
【００４８】
　なお、図１に示す丸印の番号は、編成の順序を示している。丸印１から４は、外側筒部
1の編成工程を示し、丸印５，６，７，９は、内側筒部2の編成工程を示し、丸印８は、外
側筒部1において端部の編目を重ね目する工程を示している。
【００４９】
　第１実施形態の編成方法について、図２と図３に基づいて具体的に説明する。本実施形
態は、内側筒部2の編成を行っている途中で外側筒部の編成を行い始める場合であり、内
側筒部2の編目が係止されている針の間の針に抜き糸を給糸して、編み出しを行う。この
編み出しは公知の方法（セットアップ、インターロックなど）で行うことができる。そし
て、この抜き糸による編み出しに続いて、給糸口(2)から給糸して外側筒部1の編目を形成
する。このとき、下部前針床FDで外側筒部の編目を形成する場合には、下部前針床FDで編
成された内側筒部2の前側編地部21を対向する上部後針床BUに移しておき、下部後針床BD
で外側筒部1の編目を形成する場合には、下部後針床BDで編成された内側筒部2の後側編地
部22を対向する上部前針床FUに移しておく。
【００５０】
　このように内側筒部2の編目と外側筒部1の編目が下部前針床FDと下部後針床BDに係止さ
れた状態を図２のステップＳで示す。
【００５１】
　ステップＳの状態から、まず、下部後針床BDで編成された内側筒部2の後側編地部22の
編目を対向する上部前針床FUに移す（ステップ１）。
【００５２】
　次に、給糸口(2)を右に移動させながら、給糸口(2)から給糸して、外側筒部1の後側編
地部12を下部後針床BDで１コース編成する（ステップ２）。この１コース編成の最終編目
（図２における右端の編目）は空針ニットを行い、この空針ニットにより増し目が形成さ
れる。この空針ニットが外側筒部1を筒状に繋ぐ編目となる。続いて、給糸口(2)を左に移
動させながら、給糸口(2)から給糸して、外側筒部1の後側編地部12を下部後針床BDで１コ
ース編成する（ステップ３）。
【００５３】
　上部前針床FUに移しておいた内側筒部2の後側編地部22を元の下部後針床BDに戻した後
、下部前針床FDに係止されている内側筒部2の前側編地部21の編目を対向する上部後針床B
Uに移す（ステップ４）。
【００５４】
　次に、給糸口(2)を右に移動させながら、給糸口(2)から給糸して、外側筒部1の前側編
地部11を下部前針床FDで１コース編成する（ステップ５）。続いて、給糸口(2)を左に移
動させながら、給糸口(2)から給糸して、外側筒部1の前側編地部11を下部前針床FDで１コ
ース編成する（ステップ６）。ステップ２からステップ６により、外側筒部1の後側編地
部の往復コースの編成と前側編地部の往復コースの編成による折り返し編成（Ｃ編み）が
行われたことになる。
【００５５】
　そして、上部後針床BUに移しておいた内側筒部2の前側編地部21を元の下部前針床FDに
戻し（ステップ７）、内側筒部2の周回編成に移る。内側筒部2の編成は、給糸口(1)を左
に移動させながら、給糸口(1)から給糸して、内側筒部2の後側編地部22を下部後針床BDで
１コース編成する（ステップ８）。続いて、給糸口(1)を右に移動させながら、給糸口(1)
から給糸して、内側筒部2の前側編地部21を下部前針床FDで１コース編成する（ステップ
９）。給糸口(1)を左に移動させながら、給糸口(1)から給糸して、内側筒部2の後側編地
部22を下部後針床BDで１コース編成する（ステップ１０）。
【００５６】
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　次に、ステップ２で形成した外側筒部1の後側編地部12の編幅端部の繋ぎ用の編目（前
記空針ニット）を、下部前針床FDに係止されている外側筒部1の前側編地部11の編幅端部
の編目に重ね目する（ステップ１１）。この重ね目により、外側筒部1が１つの連続した
筒状になる。この重ね目の際には、給糸口(1)は、重ね目側とは反対側の編幅端部に位置
されているので、外側筒部1を編成する糸と内側筒部2を編成する糸が交差することはない
。
【００５７】
　この重ね目の工程の後には、給糸口(1)を右に移動させながら、給糸口(1)から給糸して
、内側筒部2の前側編地部21を下部前針床FDで１コース編成する（図３のステップ１２）
。ステップ８～１０と、ステップ１２により、内側筒部2が２コース周回編成されたこと
になる。
【００５８】
　ステップ１２の編成が完了すると、ステップ１３の状態になり、本実施形態では、外側
筒部1の筒の長さが所定の長さになるまで、ステップ１からステップ１２の工程を繰り返
し行う。
【００５９】
　そして、外側筒部1が所定の長さまで編成されると、外側筒部1の上端部を内側筒部2に
接合する工程に移る。この接合工程は図３のステップ１４からステップ２４に示す。
【００６０】
　まず、下部前針床FDに係止されている、内側筒部2と外側筒部1の前側編地部11、21の編
目の全てを対向する上部後針床BUに移し（ステップ１４）、後針床を左に１ピッチラッキ
ングする（ステップ１５）。そして、上部後針床BUに係止されている外側筒部1の編目の
みを対向する下部前針床FDの針に戻し（ステップ１６）、後針床を右に１ピッチラッキン
グする（ステップ１７）。上部後針床BUに係止されている内側筒部2の前側編地部21の編
目の全てを対向する下部前針床FDに移す（ステップ１８）。ステップ１８により、内側筒
部2と外側筒部1の前側編地部11、21の編目が重ねられた状態になる。
【００６１】
　次に、下部後針床BDに係止されている、内側筒部2と外側筒部1の後側編地部12、22の編
目の全てを対向する上部前針床FUに移し（ステップ１９）、後針床を右に１ピッチラッキ
ングする（ステップ２０）。そして、上部前針床FUに係止されている外側筒部1の編目の
みを対向する下部後針床BDの針に戻し（ステップ２１）、後針床を左に１ピッチラッキン
グする（ステップ２２）。上部前針床FUに係止されている内側筒部2の後側編地部22の編
目の全てを対向する下部後針床BDに移す（ステップ２３）。ステップ２３により、内側筒
部2と外側筒部1の後側編地部12、22の編目が重ねられた状態になる。
【００６２】
　ステップ２３が終了することにより、各針床では、ステップ２４に示すような編目の係
止状態になる。ステップ２３の終了により、内側筒部2に外側筒部1が接合される。内側筒
部および外側筒部の編成後、外側筒部1の編み出しに用いた抜き糸を抜くことにより、外
側筒部1の下端部が内側筒部2から開放され、外側筒部1は、上端部のみが内側筒部に接合
された状態になる。また、上記編成を繰り返して編地を得ることもできる。
【００６３】
　さらに、第１実施形態では、内側筒部2を編成する糸を、加熱により大きく熱収縮する
糸を用い、外側筒部1を編成する糸を熱収縮率の小さい綿なのどの天然繊維を用いている
。そのため、編成完了後に二重の筒状編地を熱処理することにより、内側筒部2の糸が熱
収縮して、編目が詰まり、上下、左右方向に編地が収縮した状態となり、外側筒部1は収
縮しないので、外側筒部1が図７の(a)に示すようなフレヤーの状態や図７の(b)に示す多
段フリルの状態になる。なお、図７は、上記編成により編まれたスカートを示しており、
図７の(a)は裾が開放された二層スカートを示し、図７の(b)は、上記編成を複数回繰り返
し行うことにより多段のフリルが形成されたスカートを示している。さらに、熱処理によ
り、内側筒部2と外側筒部1の編地のループ長が異なることなになるので、内側筒部2と外
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側筒部1の風合いを変えることができる。
【００６４】
　＜第２実施形態＞
　第２実施形態の二重の筒状編地の編成方法を、図４および図５の編成工程図に基づいて
説明する。第２実施形態は、内側筒部2を周回編成しながら、外側筒部1は、後側編地部の
途中をインターシャ編地のように繋ぎながら筒状に編成していく。即ち、内側筒部2を周
回編成しながら、外側筒部1は、下部後針床BDに係止される後側編地部12の編幅中間部に
おいてタックで繋ぎながら折り返すＣ編みを行うことによりに筒状に連続した編地を形成
して、外側筒部1と内側筒部2とを同時進行で編成していく。なお、第２実施形態では、内
側筒部を編成する糸と外側筒部を編成する糸が交差しないようにするため、内側筒部を編
成するための給糸口は、外側筒部を編成するための給糸口よりも奥側となるようにする。
【００６５】
　第２実施形態の編成方法について、図４と図５に基づいて具体的に説明する。本実施形
態も、編み出しは、第１実施形態と同じ動作を行うので説明は省略する。
【００６６】
　ステップＳの状態から、まず、給糸口(1)を右に移動させながら、給糸口(1)から給糸し
て、内側筒部2の前側編地部21を下部前針床FDで１コース編成する（ステップ１）。ステ
ップ１で編成した内側筒部2の編目の全てを対向する上部後針床BUの針に移す（ステップ
２）。給糸口(2)を右に移動させながら、給糸口(2)から給糸して、外側筒部1の前側編地
部11を下部前針床FDで１コース編成する（ステップ３）。上部後針床BUに係止されている
内側筒部2の前側編地部21の編目の全てを下部前針床FDに戻す（ステップ４）。
【００６７】
　給糸口(1)を左に移動させながら、給糸口(1)から給糸して、内側筒部2の後側編地部22
を下部後針床BDで１コース編成する（ステップ５）。ステップ５で編成した内側筒部2の
編目の全てを対向する上部前針床FUの針に移す（ステップ６）。
【００６８】
　給糸口(2)を左に移動させながら、給糸口(2)から給糸して、外側筒部1の後側編地部12
の図４において右半分のみを下部後針床BDで１コース編成する（ステップ７）。続いて、
給糸口(2)を右に移動させながら、給糸口(2)から給糸して、外側筒部1の後側編地部12の
図４において右半分のみを下部後針床BDで１コース編成する（ステップ８）。なお、ステ
ップ８では、ステップ７で形成した編目の外側にタックをして後側編地部12を繋ぐ。
【００６９】
　上部前針床FUに係止されている内側筒部2の後側編地部22の編目の全てを下部後針床BD
に戻した後、下部前針床FDに係止されている内側筒部2の前側編地部21の編目の全てを上
部後針床BUに移す（ステップ９）。
【００７０】
　給糸口(2)を左に移動させながら、給糸口(2)から給糸して、外側筒部1の前側編地部11
を下部前針床FDで１コース編成する（ステップ１０）。
【００７１】
　上部後針床BUに係止されている内側筒部2の前側編地部21の編目の全てを下部前針床FD
に戻し（ステップ１１）、給糸口(1)を右に移動させながら、給糸口(1)から給糸して、内
側筒部2の前側編地部21を下部前針床FDで１コース編成する（ステップ１２）。
【００７２】
　下部後針床BDに係止されている内側筒部2の後側編地部22の編目の全てを上部前針床FU
に移す（ステップ１３）。
【００７３】
　そして、給糸口(2)を右に移動させながら、給糸口(2)から給糸して、外側筒部1の後側
編地部12の図４において左半分のみを下部後針床BDで１コース編成する（ステップ１４）
。続いて、給糸口(2)を左に移動させながら、給糸口(2)から給糸して、外側筒部1の後側
編地部12の図４において左半分のみを下部後針床BDで１コース編成する（ステップ１５）
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。ステップ１５では、ステップ１４で形成した編目の外側にタックをして後側編地部12を
繋ぐ。前記ステップ８とステップ１５のタック繋ぎにより、外側筒部1が筒状になる。な
お、タックは、ステップ８とステップ１５の両方で行ってもよいし、その何れか一方で行
うようにしてもよい。さらに、タックではなく、ニットにより外側筒部を繋ぐようにして
もよい。さらに、ステップ１４とステップ１５の編成を行っているとき、給糸口(1)は、
右端に配置されているので、給糸口(1)の糸と給糸口(2)の糸とが交差することはない。
【００７４】
　ステップ１５の後は、上部前針床FUに係止されている内側筒部2の後側編地部22の編目
の全てを下部後針床BDに戻し（ステップ１６）、給糸口(1)を左に移動させながら、給糸
口(1)から給糸して、内側筒部2の後側編地部22を下部後針床BDで１コース編成する（ステ
ップ１７）。
【００７５】
　以下、ステップ１からステップ１７の工程を外側筒部1の筒の長さが所定の長さになる
まで繰り返し行う。そして、外側筒部1が所定の長さまで編成されると、外側筒部1の上端
部を内側筒部2に接合する工程に移る。この接合工程は第１実施形態における図３のステ
ップ１４からステップ２４に示す工程と同じ工程を行う。
【００７６】
　第２実施形態も、内側筒部2を編成する糸と外側筒部1を編成する糸の素材を変えて編成
すれば、第１実施形態のような効果や、他の効果を編地に与えることができる。
【００７７】
　そして、第２実施形態でも、内側筒部2と外側筒部1の接合が完了した後に、外側筒部1
の編み出しに用いた抜き糸を抜くことにより、外側筒部1の下端部が内側筒部2から開放さ
れ、外側筒部1は、上端部のみが内側筒部に接合された状態になる。
【００７８】
　＜第３実施形態＞
　第３実施形態の二重の筒状編地の編成方法を、図６の編成概略図に基づいて説明する。
第３実施形態は、給糸口(1)から給糸して内側筒部2を周回編成し、外側筒部1は、給糸口(
2)から給糸する糸で前側編地部11を編成し、給糸口(3)から給糸する糸で後側編地部12を
編成する。そして、外側筒部1の前側編地部11の両端部の編目と、これら編目に対向する
後側編地部12の両端部の編目を目移しにより重ねて繋ぐことにより外側筒部1を筒状に形
成する。
【００７９】
　外側筒部1の前後編地部の両端部を接合する際には、内側筒部編成用の給糸口(1)は、内
側編成用の糸が目移しされる編目と交差しない位置に配置させておく。
【００８０】
　前記第２実施形態と第３実施形態によっても、第１実施形態と同様に図７に示すような
二層のスカートや多段フリルのスカートを形成できる。
【００８１】
　前記した各実施形態では、抜き糸を用いることにより、外側筒部1の下端部を内側筒部2
に対して開放させるようにしたが、抜き糸を用いずに、外側筒部1を編成する糸でそのま
ま編み出しを行うようにしてもよい。このように編み出しを行うことにより、外側筒部1
の下端部も内側筒部2に接合させることができ、内側筒部2と外側筒部1とによりパイピン
グ構造を構成することができる。
【００８２】
　また、前記各実施形態では、内側筒部2の編成を周回編成により筒状に編成したが、内
側筒部2も外側筒部1のように、折り返し編成を行い、折り返し部の境界で編目同士を繋ぐ
ようにしてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００８３】
　本発明の編成方法は、例えば、一つの筒状編地の外側にフリルを形成するための筒状編
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地を接合する二重の筒状編地を編成する場合に好適である。
【図面の簡単な説明】
【００８４】
【図１】本発明の第１実施形態にかかる編地の編成方法の概略編成図である。
【図２】第１実施形態における内側筒部と外側筒部を編成する際の編成工程図である。
【図３】第１実施形態における内側筒部に外側筒部を接合する際の編成工程図である。
【図４】第２実施形態における内側筒部と外側筒部を編成する際の編成工程図である。
【図５】第２実施形態における内側筒部と外側筒部を編成する際の編成工程図である。
【図６】第３実施形態にかかる編地の編成方法の概略編成図である。
【図７】本発明の編成方法で編成された二層スカートと、多重フリルを備えるスカートの
概略図である。
【符号の説明】
【００８５】
　FD　下部前針床
　BD　下部後針床
　FU　上部前針床
　BU　上部後針床
　1　外側筒部　　　11　前側編地部（外側筒部）　　　12　後側編地部（外側筒部）
　2　内側筒部　　　21　前側編地部（内側筒部）　　　22　後側編地部（内側筒部）

【図１】 【図２】



(13) JP 4336307 B2 2009.9.30

【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】



(14) JP 4336307 B2 2009.9.30

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特公昭６１－２７５０２（ＪＰ，Ｂ２）　　
              特許第２８８０６８９（ＪＰ，Ｂ２）　　
              米国特許第６４４６４７０（ＵＳ，Ｂ１）　　
              米国特許第６３５４１１４（ＵＳ，Ｂ１）　　
              特開２００４－２９２９６４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－３５５８５９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特許第２５１４４８９（ＪＰ，Ｂ２）　　
              特許第３４９４４８７（ＪＰ，Ｂ２）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｄ０４Ｂ　　　１／００　－　　１／２８　　　
              Ｄ０４Ｂ　　　７／００　－　　７／３４　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

